
 

学生と教職員の人権尊重のために――キャンパスライフ委員会 平成29年度年次報告―― 

 

 

１．キャンパスライフ委員会の活動の概要 

 本学は，すべての学生と教職員が互いに人権を尊重し合い，心身ともに健康で快適なキャンパスラ

イフを送ることのできる環境づくりをめざしています。そのために本委員会は，良好な大学生活の障

害となるハラスメント（様々な場での嫌がらせやいじめ等の人権侵害）について，その解消・予防を

図るための諸活動を行っています。 

 本委員会は，大学教員11名と事務系職員2名の計13名の委員で構成されています（別掲1）。本委

員会の下には，13名の教職員からなるキャンパスライフ相談員（別掲 2）を置き，人権侵害等に関連

した相談に応じる個別の窓口としています。留学生からの相談については，英語，中国語，韓国語で

対応することのできる相談員を置き，便宜を図っています。また，心理的支援のための専門委員 4名

を置き，専門的なカウンセリングを提供しています。 

 平成 29年度は，委員会を定例 11回，委員・相談員・専門委員連絡会を 2回開催したほか，相談案

件への対応，人権侵害等に関する広報・啓発活動（各種のオリエンテーションにおける委員会活動の

説明，リーフレットや『ＴＧＵ』，Ｗｅｂページ，メールマガジンでの情報提供，キャンパス・ハラス

メント防止研修会）などを行いました。 

 また，委員会内に 2つのワーキンググループを常設し，委員会の役割や相談案件への対応組織につ

いての検討，広報・啓発活動の強化・充実等に努めました。 

 本委員会は，規程によって１年間の活動を全学の構成員に報告することになっていますので，以下

に要点を記します。 

 

２．相談案件への対応 

  平成29年度に本委員会に寄せられた相談は計13件でした。相談内容の内訳は，アカデミック・ハラス

メントに関するもの3件，セクシャル・ハラスメントに関するもの2件，パワー・ハラスメントに関する

もの5件，それら以外のもの3件です。平成29年度の案件には調査委員会を設置したものはありませんで

したが，昨年度に寄せられた1つの案件について調査委員会を設置して事実関係の調査を行い，大学とし

ての対応が求められるとの本委員会の審議結果に基づき，学長に提言書を提出しました。 

  本年度の相談の内容としては，教員から学生への指導をめぐる問題や職場の人間関係の中での問題

が多くみられました。個々の案件については，できる限り迅速に事実関係を把握し，相談者の意向を

尊重しつつ，適切な解決策を講じることに努めました。深刻な状況にある相談者に鑑み，慎重な対応

が求められる事も多く，案件処理に時間がかかることになり，より一層の迅速さを実現することが課

題となっています。 

 

３．人権が尊重される良好なキャンパスライフづくりのための広報・啓発活動 

 (１) 相談体制の周知活動 

 本委員会に関する紙媒体のリーフレットや各種案内を学内の各所で配布しているほか，本学のＷｅ

ｂサイト上に委員会の専用ページを設けて「キャンパスライフ・ガイドライン」や相談窓口等につい

ての情報を発信しています。「東京学芸大学メールマガジン」においても，毎号「お知らせ」欄に委

員会のＷｅｂページのＵＲＬを掲載しています。 



 また，4 月の新入生オリエンテーションと 10 月期入学の留学生オリエンテーションでは，人権問

題に関する本学の姿勢やキャンパスライフ委員会の活動を紹介し，相談員の所属・氏名と連絡方法を

記したリーフレット「相談できます」等を配布するとともに，「キャンパスライフ・ガイドライン」

の活用を勧めました。 

 

 (２) 人権尊重の意識を喚起するための啓発活動 

  ① 年 2 回発行された学内広報誌『ＴＧＵ』に毎号キャンパスライフ委員会からのメッセージや人権

侵害防止の呼びかけを掲載しました。 

  ② 「サークルリーダー研修会」において，アルコール・ハラスメントに関する学内の現状と問題点

を説明し，学生たちに，飲酒に関係して種々なハラスメントや違法行為が発生しないように自覚し

てもらう機会を提供しました。 

  ③ 本委員会主催の教職員を対象とした「キャンパス・ハラスメント防止研修会～日常の言動からハ

ラスメントの「芽」を生じさせないために～」を開催しました。研修内容を教員と学生の関係の問

題に絞り，本学におけるキャンパス・ハラスメントに対する理解を深め，キャンパス・ハラスメン

トの防止，対応に役立てる機会を提供しました。 

 

４．連絡会の実施 

本委員会では，例年，委員・相談員・専門委員を対象にした2回（6月と1月）の連絡会を開催し，

委員等の活動の質的向上を図る研修を実施しています。本年度は，6月の連絡会において，セクシュ

アル・マイノリティの問題を学ぶために学内講師を招き，研修の場を設けました。また，1月の連絡

会では，臨床心理士の資格を持つ学内講師を招き，事前にキャンパスライフ相談員に対して実施した

業務に関するアンケート調査の結果に基づき，キャンパスライフ相談員の活動について再確認する機

会を設けました。 

 

＜別掲１＞ 

平成29年度キャンパスライフ委員会委員 

◎川﨑 誠司（人文社会科学系社会科教育学） 

〇藤本 光一郎（自然科学系環境科学） 

 藤田 智子（総合教育科学系家庭科教育学） 

 菅野  敦（教育実践研究支援センター） 

 白勢 彩子（人文社会科学系日本語学・日本文学） 

 阿部 始子（人文社会科学系英語科教育学） 

 生尾  光（自然科学系分子化学） 

 髙橋  弘（自然科学系数学） 

 荒川 雅子（芸術・スポーツ科学系養護教育） 

 山本 訓久（芸術・スポーツ科学系音楽） 

 鈴木 正志（保健管理センター） 

 佐藤  守（学務部長） 

 所  昌弘（総務部長） 

＜別掲２＞ 

平成29年度キャンパスライフ相談員 

 大河原 美以（総合教育科学系臨床心理学） 

 藤野  博（総合教育科学系支援方法学） 

 澤田 康徳（人文社会科学系地理学） 

 苫米地 伸（人文社会科学系社会学） 

 北澤  武（自然科学系情報科学） 

 小林 晋平（自然科学系物理科学） 

 石上 則子（芸術・スポーツ科学系音楽科教育学） 

 森山 進一郎（芸術・スポーツ科学系運動学） 

 齋藤 ひろみ（人文社会科学系日本語教育学） 

 李  修京（人文社会科学系ｱｼﾞｱ言語・文化研究） 

 須貝 英美子（学務部教育企画課） 

 相馬 光人（学務部入試課） 

 染谷 雅子（学務部キャリア支援課） 

 


